
●当基金にご加入すると、各種データ管理・給付事務といったさまざまな管理事務
は基金事務局が行うため、自社単独で退職金制度を運営するよりもコストの低減
が図れます。

●公的年金制度がスリム化するなか、国の年金を補完する企業年金制度の
役割は、益々重要になっています。

●神奈川県医療福祉企業年金基金は、神奈川県内の病院、診療所またはそ
の関連企業で働く従業員の皆さまの、セカンドライフの安定と福祉の向上
に寄与することを目的に設立されました。

●当基金に加入することで、従業員の皆さまの退職金制度や福利厚生として
ご活用いただけます。

運営コストの軽減

●自社単独の退職金制度は退職金の原資を内部留保することで課税されますが、
基金の掛金は、全額損金（必要経費）に計上できます。
●基金の年金は雑所得とみなされ、公的年金等控除が受けられます。一時金は退
職所得とみなされ、退職所得控除が受けられます。

●年金だけでなく、一時金でも受け取れるため、退職金制度としてご活用いただけます。
●また、厚生年金保険の加入者であれば、事業主・役員も加入できます。

ご加入のおすすめです

神奈川県医療福祉企業年金基金より

神奈川県医療福祉企業年金基金は、
国の年金を補完する企業年金制度です！

基金に加入すると、さまざまなメリットがあります！

まずは当基金までお問い合わせください！

045-222-0450 受付時間9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
土日祝日、年末年始を除く

ホームページ：http://www.kanagawa-iryou-kikin1137on.jp

メリット１

メリット2

メリット3

税制面での優遇

退職金制度への活用

従業員の皆さまの
老後生活に安心を
プラスできます！

事業主の皆さまを
しっかりと
バックアップ
します！


